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災害時における宿泊施設等の提供に係る協定書 

 

羽島市（以下「甲」という。）と株式会社ホスピタルイン企画開発（以下「乙」

という。）とは、災害時の避難所における妊産婦、乳幼児、高齢者その他避難所

における集団生活が難しく、適切でないと認められる者（以下「宿泊施設利用対

象者」という。）の避難場所を確保するため、乙が営む宿泊施設を活用すること

について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号

に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に、宿泊施設利用対象者の避難場所として、乙が運営する次のホテル

（以下「本件ホテル」という。）の客室を利用することに関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

宿泊施設名 東横ＩＮＮ 岐阜羽島駅新幹線南口 

所   在 岐阜県羽島市舟橋町２丁目２７番地 

（宿泊施設利用対象者の範囲） 

第２条 宿泊施設利用対象者の範囲は、次のとおりとする。ただし、専門的な介

護等が必要な単身のものは除くものとする。 

⑴ 妊産婦及びその付添人 

⑵ 乳幼児及びその付添人 

⑶ 高齢者及びその付添人 

⑷ 基礎疾患を持つもの、特定疾患医療受給者等で新型コロナウイルスにり 

患した場合に重症化が懸念されるもの及びその付添人 

⑸ その他甲が本件ホテルでの宿泊を相当と認めた者 

（客室等確保の要請） 

第３条 甲は、災害時において、本件ホテルを宿泊施設利用対象者に利用させ

る必要が発生した場合、乙に対して、本件ホテルの利用を利用要請書（別記様

式１）により要請（以下「利用要請」という。）することができる。 

２ 甲は、前項に基づき利用要請を行うときは、宿泊人数、客室数、利用期間、

付添人の有無その他の必要事項を、ファクシミリ又は電子メールにより連絡

することによって行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話その

他適宜の方法をもって利用要請を行うことができるものとし、その後速やか

にファクシミリ又は電子メールにより連絡するものとする。 

３ 利用要請後に宿泊施設利用対象者の宿泊が不要となった場合、甲は、直ち

に乙に対し、その旨を連絡するものとする。 

４ 利用要請その他の手続に関する詳細並びに甲及び乙の連絡責任者及び連絡

先については、甲乙別途協議して定めるものとする。
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（客室の確保） 

第４条 乙は、甲から利用要請を受けたときは、速やかに、宿泊施設利用対象者

の受入れが可能であるか否かを利用可能客室報告書（別記様式２）により回

答するものとする。 

２ 乙が確保すべき客室は喫煙室又は禁煙室の別を問わないものとし、客室の

タイプについては、シングル、ダブル、ツインの順に確保するものとする。た

だし、付添人と同宿することが必要な者については、ツインの部屋を確保す

るよう努めるものとする。 

３ 甲は、利用要請にかかる客室数が不要となったときは、直ちに、乙にその旨

を連絡するものとする。 

（キャンセル料） 

第５条 甲からの利用要請に基づき、乙が必要な人数分の客室を確保したにも

かかわらず、甲から乙に宿泊しないこととなった旨の連絡がないまま不泊と

なった場合、甲は、乙所定の宿泊約款に基づき、キャンセル料を支払うものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特段の事情があるときは、甲乙協議の上キャン 

セル料を決定するものとする。 

（客室の利用期間） 

第６条 宿泊施設利用対象者が客室を利用することのできる期間は、第３条第

２項に基づき甲が乙に連絡した期間とする。ただし、災害の規模、被害の復旧

状況等により、宿泊施設利用対象者が当該期間を超えて本件ホテルの利用を

必要とするときは、甲は、乙に利用期間の延長を要請できるものとする。 

（宿泊手続） 

第７条 甲は、宿泊施設利用対象者が本件ホテルに宿泊する場合、宿泊者に 

チェックイン及びチェックアウトの手続を行わせるよう努めるものとする。 

（利用代金） 

第８条 本協定に基づき乙が宿泊施設利用対象者に提供する客室の一室当たり

の利用代金（以下「利用代金」という。）は、本件ホテルにおいて各日毎に客

室のタイプ毎に設定され、乙のホームページに掲載されたスタンダードプラ

ンに定められた金額によるものとし、甲が負担するものとする。ただし、電話

料金、コピー代その他宿泊施設利用対象者の個人的要望により生じた料金は、

当該利用対象者が負担するものとする。 

２ 電気、ガス、水道等のライフライン及びホテル設備の復旧状況等により、乙

が一般利用客に対し、利用代金の割引対応を行う場合には、乙は、当該割引対

応を行う日における宿泊施設利用対象者の利用代金についても、一般利用客

と同様の割引対応を行うものとする。 

３ 利用代金は、１６時から翌日１０時までの間の利用を１泊として計算する

ものとする。ただし、連続して宿泊（以下「連泊」という。）する場合は、１

６時から翌日１６時までを１泊として計算するものとする。
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（利用代金の支払い） 

第９条 乙は、利用代金を毎月末日締めにて、翌月１０日までに甲に請求書を

提出する。 

２ 甲は、前項に基づく請求書を受領したときは、その内容を精査の上、請求書

を受領した日の属する月の末日限り、乙の指定する銀行口座に振込む方法に

より支払う。 

３ 前項の場合において、振込に係る手数料は甲が負担することとする。 

（客室清掃及びリネン類の交換） 

第１０条 甲は、乙による客室清掃及びリネン類の交換が、本件ホテルの被災

状況によっては、次に掲げる取扱いによって行われることを承諾するととも

に、宿泊施設利用対象者にこの取扱いを周知するよう努めるものとする。 

⑴ 本協定の趣旨が災害時における宿泊施設の確保にあることに鑑み、確保

済みの客室を連泊にて宿泊施設利用対象者に使用させている期間中、乙は、

原則として当該客室の清掃及びリネン類の交換を行わないものとし、連泊

中に客室にて発生したゴミは、各客室を使用中の宿泊施設利用対象者がゴ

ミ袋などに廃棄のごみを入れ客室前に置き、乙の従業員がこれを回収して

処分するものとする。ただし、乙は、当該客室の使用状況を勘案し、清掃又

はリネン類の交換が必要であると判断したときは、当該客室の清掃又はリ

ネン類の交換を行うことができること。 

⑵ 前号の規定にかかわらず、宿泊施設利用対象者が交代する場合には、乙

は、交代後の宿泊施設利用対象者に対し、交換用のリネン類を手渡すこと。 

⑶ 交換用のリネン類については、災害時におけるリネン工場の稼働状況及

び燃料の流通状況等により、提供することができない場合があること並び

に通常時に提供するリネン類の種類及び数とは異なる場合があること。 

（朝食の提供） 

第１１条 乙は、宿泊施設利用対象者に対し、１日１名につき朝食１食を無料

で提供する。ただし、災害時の食糧、燃料等の流通状況及び電気、水道、ガス

等のライフラインの復旧状況により、朝食を提供することができない場合が

あること並びに朝食のメニューの数及び１名当たりに提供することができる

食事の量を制限することができるものとし、甲は、宿泊施設利用対象者にこ

の取扱いを周知するよう努めるものとする。 

（入浴の制限） 

第１２条 乙は、災害時の燃料の流通状況及びライフラインの復旧状況等によ

り、客室内のユニットバスの利用を制限することができるものとし、甲は、宿

泊施設利用対象者にこの取扱いを周知するよう努めるものとする。 

（サービスの低下と宿泊代金） 

第１３条 甲は、第８条第２項に定める場合を除き、前３条に規定するサービ

スの低下が生じたことを理由として、利用代金の減額を求めることはできな

いものとする。
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 （実績報告） 

第１４条 乙は、宿泊施設の提供が終了したときは、甲に対し、業務実施報告書

（別記様式３）により実績報告を行うものとする。 

（救護措置） 

第１５条 宿泊施設利用対象者の容態に異変が生じた場合、乙は、直ちになし

得る必要な救護措置を行い、救急車の手配とともに甲にその旨を連絡するも

のとする。 

２ 甲は、乙から前項に基づく連絡を受けたときは、当該宿泊施設利用対象者

の宿泊を継続するか否か等の必要な判断をし、その結果を乙に連絡するもの

とする。 

（遵守事項） 

第１６条 甲は、宿泊施設利用対象者に対し、本件ホテルを利用することにつ

いて、乙の定める宿泊約款を遵守させるよう努めるものとする。 

（確認事項） 

第１７条 甲は、乙が本協定の趣旨に基づき災害時に利用要請による客室の優

先確保に努めるものであるが、国又は医療機関その他の公益的観点から緊急

かつ高度に必要性が高いと認められる機関等から宿泊施設の提供を求められ

た場合、乙においてこれらの要請を優先する場合があることを、予め了承す

るものとする。 

（損害賠償請求） 

第１８条 本協定に基づき本件ホテルに宿泊した宿泊施設利用対象者の責に帰

すべき理由により本件ホテルの設備及び備品等を滅失し、又は毀損した場合、

乙は、その損害賠償請求については、当該宿泊施設利用対象者に対して行う

ものとする。 

（有効期間） 

第１９条 本協定の有効期間は、本協定書締結の日から令和４年３月３１日ま

でとする。ただし、期間満了の３月前までに甲乙いずれからも書面による特

段の意思表示のないときは、本協定は１年間同一条件をもって自動的に更新

されるものとし、以後同様とする。 

 

（中途解約） 

第２０条 甲及び乙は、本協定の有効期間中であっても、１月前までに書面で

予告して、本協定を中途解約することができる。 

（反社会的勢力の排除） 

第２１条 乙は、自らにおいて暴力団、暴力団関係者その他反社会的勢力との間

において取引がないこと及び自らの役員、従業員又は関係会社の中に、これら

の反社会的勢力に属する者が存在しないことを表明し、保証する。 

２ 甲は、乙が前項に基づく表明、保証に違反していることが判明したときは、
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乙に対する何らの通知催告を要せず、本協定を解除することができる。 

（本協定に定めのない事項） 

第２２条 本協定書に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するもの

とする。 
 

以上の協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙押印の上各１通を保

有する。 

 

令和３年４月１日 

 

 

（甲）  

 

羽島市長   

 

 

（乙） 

株式会社ホスピタルイン企画開発 

 

代表取締役  
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別記様式１（第３条関係） 

要請日   年  月  日 

 

東横ＩＮＮ 

岐阜羽島駅新幹線南口 

支配人 様 

 

羽島市長 

 

 

利 用 要 請 書 

 

 

災害時における宿泊施設等の提供に係る協定書第３条の規定により、別

紙１のとおり要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽島市役所 健幸福祉部福祉課 

TEL  

 

FAX  
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別紙１ 

 

宿泊者情報 

※部屋タイプ・・・シングル、ダブル、ツイン、バリアフリーツイン 

 

合計 

宿泊人数合計 利用客室数合計 

人  室  

 

 

宿泊者氏名 付添人氏名 部屋タイプ 期    間 その他 

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  

    月  日 ～ 月  日  
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別記様式２（第４条関係） 

  

年  月  日 

 

羽島市長 様 

                     東横ＩＮＮ 

岐阜羽島駅新幹線南口                                        

支配人               

 

 

利 用 可 能 客 室 報 告 書 

 

 

  年  月  日付けで要請のあった宿泊施設等の提供について、災害

時における宿泊施設等の提供に関する協定第４条第１項に基づき別紙２の

とおり報告します。 
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別紙２ 

 

客室種類 受入可能人数 受入可能部屋数 受入可能期間 

シングル 
              

人 

          

室 
 

ダブル 人 室  

ツイン 人 室  

バリアフリ

ーツイン 
人 室  
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別記様式３（第１４条関係） 

年  月  日 

 

 羽島市長 様 

 

 

                                                               

                     東横ＩＮＮ 

岐阜羽島駅新幹線南口                                        

支配人               

 

 

業 務 実 施 報 告 書 

 

利用要請のあった業務の実施について、「災害時等における宿泊施設の利

用等に関する協定書」第１４条の規定により、別紙３および次のとおり報

告します。 

利用要請日 年  月  日付け 

要請担当者 

職名         （     部     課） 

氏名 

連絡先電話番号 

履行内容 

 

履行の場所 
 

履行の期日 

又は期間 

期日    年  月  日 

期間    年  月  日 ～  年  月  日 

備考 
 

（注）履行内容欄には、受入人数及び役務の内容等を記載すること。



 

別紙３ 
 
 

受入実績一覧 

宿泊施設名  

担当者名  

連絡先  

 

№ 氏名 性別 年齢 住所 宿泊期間 
泊数 

A 

１泊あたりの

金額 B 

利用金額合計

C(A×B) 
対象者要件 特記事項 

例 〇〇 〇〇 男 75 羽島市〇〇〇〇 9/20～9/22 3 7,000 21,000 高齢者  

 〇〇 〇〇 男 80 羽島市〇〇〇〇 9/20～9/22 3 7,000 21,000 基礎疾患あり  

 〇〇 〇〇 女 70 羽島市〇〇〇〇 9/20～9/22 3 7,000 21,000 上記の家族  

 〇〇 〇〇 女 28 羽島市〇〇〇〇 9/20～9/21 2 7,000 14,000 障がい者  

       計 77,000   

1            

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

       利用額計     

協
定
－
2
5
4
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災害ボランティアセンターの設置、運営等に関する協定書 

 

羽島市（以下「甲」という。）と社会福祉法人羽島市社会福祉協議会（以下

「乙」という。）は、災害時における、災害ボランティアセンター（以下「セ

ンター」という。）の設置、運営等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、羽島市地域防災計画に基づき、羽島市内に災害が発生

した場合における乙が設置及び運営するセンターに関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（センターの設置等） 

第２条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを設置する

ものとする。 

⑴ 甲が乙にセンターの設置を要請したとき。 

⑵ 乙がセンターの設置の必要があると判断したとき。この場合において、

乙は速やかに甲に対してその旨報告するものとする。 

２ センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、決定する

ものとする。 

（センターの設置場所） 

第３条 センターの設置場所は、甲が確保するものとする。 

２ 甲は、著しい被害を受けた地域にセンター機能を分担するセンター（サ

テライト）の設置が必要と認めるときは、乙と協議の上、その設置場所を

確保するものとする。 

（センターの業務） 

第４条 センターが行う業務は、次のとおりとする。 

⑴ 被災情報の把握に関すること。 

⑵ 被災者ニーズの把握に関すること。 

⑶ 災害ボランティアの受入れ及び活動の調整に関すること。 

 ⑷ 災害ボランティア活動の情報収集及び提供に関すること。 

 ⑸ その他災害ボランティア活動を支援するために必要な業務 

（センターの運営） 

第５条 センターの運営は乙が行うものとする。 

２ 乙は、センターの運営に必要な人員の確保に努めるものとする。ただし、

乙がセンター運営に必要な人員確保ができないと判断した場合は、甲に対

して必要な人員の派遣を要請することができる。 

３ 甲は、前項の要請を受けた場合には、可能な範囲で必要な人員を派遣す

るものとする。 

（資機材の確保） 

第６条 甲及び乙は、災害時におけるセンター運営又は災害ボランティア活

動に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。 

（費用の負担） 

第７条 センターの運営に関する必要な費用は、原則甲が負担するものとす

る。ただし、災害ボランティア活動に係る支援募金、助成金等の収入があ 

るときは、これらの収入を当該費用に充てるものとする。 
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２ 乙は、センターの運営に関して要した費用の内訳について、甲の要求に

応じ説明するものとする。 

３ 第１項に規定する費用の支払い方法は、甲乙協議の上、決定する。 

（連携及び協力） 

第８条 甲及び乙は、相互に連携及び協力しながら、センターにおいて必要

な業務を実施するものとする。 

（損害補償） 

第９条 災害ボランティアが活動中に被った損害の補償は、ボランティア活

動保険により対応するものとする。 

２ 前項のボランティア活動保険の加入にかかる経費については、災害ボラ

ンティア各個人が負担するものとする。 

（報告） 

第１０条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができ

る。 

（平常時の活動・協力） 

第１１条 乙は、平常時より災害時に備えたセンター機能を整備するものと

し、甲は、乙に対し必要な範囲において整備に関する支援を行うものとす

る。 

２ 甲及び乙は、平常時から相互に協議、連携し、ボランティア団体、地域

住民及び防災関係機関・団体との良好な関係の維持に努め、センターの運

営など災害時における連携・協力体制の確立を図るものとする。 

（個人情報の取扱） 

第１２条 乙が行う本協定に基づくセンターの運営に関して発生する個人情

報の取扱いについては、乙の個人情報の保護に関する規程に基づき、適切

に管理しなければならない。 

（有効期間） 

第１３条 この協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場

合は翌年度においても自動的に更新されるものとする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、

甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、

各１通を所有するものとする。 

 

令和３年１２月３日 

              甲 羽島市長 

 

 

              乙 社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会 

                会長 
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災害廃棄物等の処理に関する基本協定書 

 

 

羽島市（以下「甲」という。）と大栄環境株式会社（以下「乙」という。）は、地震等災

害（地震、風水害、その他特殊な災害をいう）及び不測の事態において、甲および甲の関

連する処理施設において処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための

相互支援について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定書は、羽島市内において不測の事態が発生した場合における災害廃棄物等

の処理に関し、甲が乙に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるとともに、

不測の事態に備えて日ごろから甲乙間で情報共有を図っていくことを目的とする。 

   尚、乙は必要に応じて大栄環境グループ各社、並びに乙が指名する提携会社と協力

して本協定書の実施に当たるものとする。 

 

（定義） 

第２条 本協定書において「災害廃棄物等」とは、地震等災害の発生により生じた廃棄

物、並びに甲および甲の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の

事態により停止した場合に処理が困難となった廃棄物をいう。 

 

（協力要請） 

第３条 甲は、次の各号の事業（以下「災害廃棄物等の処理支援」という。）について、

乙に協力を要請できるものとする。 

（１） 災害廃棄物処理を円滑に実施するための計画等の策定および策定支援 

（２） 災害廃棄物等の撤去、積込作業に関すること 

（３） 災害廃棄物等の収集運搬に関すること 

（４） 災害廃棄物等の処分に関すること 

（５） 前各号に伴う必要な事業に関すること 

 

（災害廃棄物等の処理支援の実施） 

第４条 乙は、甲からの要請があったとき、大栄環境グループ各社、並びに乙が指名

する提携会社にて、甲が実施する災害廃棄物等の処理支援に可能な限り協力す

るものとする。 

   ２ 乙は、災害廃棄物等の処理支援に当たっては、次の各号に掲る事項に留意する

ものとする。 

（１） 処理計画、処理体制の構築に当たっては関係法令を遵守すること。 

（２） 周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮した計画とすること。 

（３） 再利用及び資源化に配慮した計画とすること。
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（連絡協議会） 

第５条 甲乙は、本協定の内容確認並びに情報交換を目的として、毎年度１回以上の連絡

協議会を開催し、次の各号について協議し、情報共有を図るものとする。 

（１） 想定される災害および不測の事態について 

（２） 協力要請の手続き、手順について 

（３） 想定される災害廃棄物等の具体的な内容（種類）及び数量について 

（４） 災害廃棄物等の撤去、積込作業について 

（５） 災害廃棄物等の収集運搬について 

（６） 災害廃棄物等の処分について 

（７） その他必要な事項 

 

（個別契約書の締結） 

第６条 本協定書に基づき、甲が災害廃棄物等の処理支援を乙に委託する場合、その内容

に基づき別途個別契約書を締結するものとする。 

 

（費用の負担） 

第７条 第３条に規定する要請に基づき、乙が実施した災害廃棄物等の処理支援に要した

費用については、甲と乙で協議の上決定するものとする。 

 

（他被災市町村（都道府県）への応援） 

第８条 甲が、被災した他の市町村（都道府県）に対して災害廃棄物等の処理支援につい

ての応援を行うために、乙に協力要請を行った場合においても、乙は、本協定書に

準じて、可能な限り協力するものとする。 

 

（甲の解除権） 

第９条 乙が甲の協力要請を正当な理由が無く協力しなかった場合又は甲の規定する要件

を満たせなくなった場合は、本協定書を解除できるものとする。 

 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定書を解除することが

できる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表

者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事

等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同

じ。）に次に掲げる者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景と

して暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。） 
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（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」とい

う。）が実質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は

個人をいう。以下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認めら

れるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを

知りながら、これを利用するなどしていると認められたとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわら

ず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により本協定書を解除したときは、これによって生じた甲の損

害の賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定により本協定書を解除したことにより、乙に損害が生じて

も、その責めを負わないものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。 

ただし、期間満了の１ヶ月前までに、甲、乙いずれからも書面による解約の申

し出がないときは、さらに１年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。 

 

（規定のない事項の取扱い） 

第１２条 本協定書に定めのない事項及び各項に協議が生じた場合は、必要に応じ、甲乙

協議の上解決するものとする。 

 

この協定の締結を証するため本書を 2通作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有す

る。 

 

令和３年１２月１５日 

 

   甲  

     羽島市長   

 

 

                 乙  

                   大栄環境株式会社 

                   代表取締役  
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災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 

 

 羽島市（以下「甲」という。）と東邦ガス株式会社（以下「乙」という。）は、南海トラフ地

震等により大規模な災害が羽島市内で発生した場合、甲の所有する用地を、乙の災害復旧活動

場所や資機材置場の用地（以下「災害復旧用オープンスペース」という。）として一時的に使

用することについて、次のとおり協定を締結する。 

 

（災害復旧用オープンスペースとして使用する用地） 

第１条 災害復旧用オープンスペースとして使用する用地の候補地は、次のとおりとする。 

No 名   称 所   在   地 備 考 

１ 羽島市浄化センター 
羽島市下中町市之枝 6 丁目 191

番地 

 

２ 羽島市運動公園 羽島市正木町大浦602番地 
救助活動拠点として使用し

ない場合に限る。 

 

（災害復旧用オープンスペースの使用要請等） 

第２条 乙は、災害復旧のため災害復旧用オープンスペースが必要なときは、前条に掲げる候

補地から甲乙協議のうえ１箇所を選定し、甲に対し期間、内容等を明らかにして、使用を要

請する。 

２ 甲は、前項の使用要請があったときは、これに協力する。ただし、市の災害復旧活動又は

他の公共的機関の災害復旧活動で当該用地が必要とされるなど、特別の事情がある場合は、

甲と乙が他のオープンスペースを含め、使用範囲等について協議を行うものとする。 

 

（要請等の手続） 

第３条 乙は、甲に前条の使用要請を行うときは、事前に口頭、電話、ファックス等をもって

要請し、のちに書面を提出するものとする。 

２ 甲の使用承認の後、災害復旧用オープンスペースとして甲の所有する用地の使用を開始す

る。 

 

（原状復旧等） 

第４条 乙は、甲の施設に損傷を与えたときは、乙の責任で原状復旧を行うものとする。 

 

（用地の使用方法） 

第５条 乙は、原則として災害復旧用オープンスペース内の建物を使用せず、その他の場所に

事務所、宿泊所、資機材置場、仮設トイレ等を設置するなどして使用する。ただし、建物を

使用する場合は、甲乙協議して使用内容を定めるものとする。 

２ 電気、水道、電話等を設置する場合は、乙の責任において設置するものとする。 

３ 災害復旧用オープンスペース内の施設の鍵の管理は、乙が施設を使用する間は乙が行い、

終了後は速やかに甲に返還するものとする。
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４ 施設使用後は、乙の責任で原状復旧を行うものとする。 

（使用料） 

第６条 甲は、乙が災害復旧用オープンスペースとして使用する用地の使用料を無償とする。 

 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、以後、甲、乙いずれかから文書に

よる申出がない限り、継続するものとする。 

 

（協議） 

第８条 甲と乙は、この協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先及び連絡方法など

必要な事項をあらかじめ協議し、別に定めておくものとする。 

２ この協定について疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議

のうえ、これを定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

  2022年11月 1日 

 

甲  

  羽島市長   

 

乙  

  東邦ガス株式会社 

  取締役社長  
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災害時における物資拠点の運営及び緊急輸送等に関する協定書 

 

 羽島市（以下「甲」という。）と佐川急便株式会社（以下「乙」という。）は、羽島市内におい

て、地震、風水害、大火災等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」と

いう。）における支援物資の受入、仕分け、保管、管理、出庫等（以下「物資拠点の運営」という。）

及び避難所等への配送（以下「緊急輸送」という。）等の支援協力に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲が乙に対して要請する物資拠点の運営及び緊急輸送等

の支援協力に関し、その手続き等について定め、災害応急対策、災害復旧対策及び受援計画が

円滑に実施されることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。 

⑴ 乙又は乙の関係団体が管理する施設における物資拠点の運営及び緊急輸送 

⑵ 甲が管理する物資拠点の運営及び緊急輸送 

⑶ 荷役作業に必要な人員及び機材の提供 

⑷ 緊急輸送に関する計画の策定 

⑸ 配送時における被災者の物資ニーズの収集 

⑹ 羽島市災害対策本部等への物流の専門家（作業の指揮者及び技能者等）の派遣 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、甲乙双方がこの協定による支援協力として行うことを相当 

と認めたもの 

（要請手続） 

第３条 前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）は、必要事項を明示して文書をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、そ

の後速やかに文書を提出するものとする。 

（協力実施） 

第４条 乙は、前２条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。 

 ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。 

（報告） 

第５条 乙は、要請により実施した協力内容について、速やかに文書により甲に報告するものと

する。 

（費用の負担及び請求等） 

第６条 甲の要請により乙が実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、法令等の定めがあるものを除き、甲乙協議の上、決定するものとす

る。 

３ 甲は、乙から前項の請求があったときは、その内容を確認し、乙に対し速やかに支払うもの

とする。 
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（事故等） 

第７条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書により報告し、甲

乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない場

合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとする。 

（損害の負担） 

第８条 この協定により生じた損害の負担は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、乙の責 

に帰する理由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。 

（補償） 

第９条 この協定に基づいて業務に従事した者の責に帰することができない理由により、負傷し、

疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、

甲の責に帰する理由による場合は、この限りでない。 

（機密の保持及び情報提供） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用しては

ならない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。また、甲及び乙は、それぞれ

が知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に係る担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選定するもの

とする。 

２ 甲及び乙は、前項の規定により担当部署及び連絡責任者を定めた場合は、互いに通知するも

のとする。 

（協議） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定

するものとする。 

（適用） 

第１３条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定

の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年１１月２日 

甲   

   

羽島市長 

        

乙    

       佐川急便株式会社 

       執行役員 

       中京支店支店長 
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災害時における支援協力に関する協定 
 

羽島市（以下「甲」という。）と株式会社バロー（以下「乙」という。）は、次のとおり災害時における

支援協力に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に、乙が所有または管理する駐車場及び施設（以下「施設」という。）を避難場所として

使用することについての必要事項を定めるものとする。 

 

（支援協力の内容） 

第２条 乙は、災害時において次の各号について、可能な範囲内で支援を実施するものとする。ただし、

乙がり災する等の特別な事情により支援できない場合は、その旨を電話等により甲へ連絡するものと

する。 

⑴ 乙の施設を避難場所として避難者に提供すること。 

⑵ 乙の施設において、避難者に対し、電源、水道水、トイレ等を可能な範囲で提供すること。 

⑶ 乙の施設において、避難者に対し、テレビ・ラジオ等で知りえた災害概況の状況を可能な範囲で提

供すること。 

⑷ 対象となる施設は別表のとおりとする。なお、避難場所の提供期間は、甲乙協議のうえ、決定する

ものとする。 

 

（要請手続き） 

第３条 甲は、乙に対し、前条に定める支援協力を受けようとする場合は、施設等使用要請書兼承諾書

（様式第１号）をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により支援要請し、

事後速やかに文書を提出するものとする。 

 

（連絡先等確認） 

第４条 施設の使用等を円滑に行うため、甲乙の連絡先及び連絡責任者を定めるものとする。この場合に

おいて、内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 乙が実施する、第２条に規定する協力に要した費用については、これを無償で提供するものとす

る。ただし、その他費用が発生した場合は、その都度協議の上で決定するものとする。 

 

（損害賠償） 

第６条 乙の施設へ避難者が避難した際に、避難者の責に帰すべき理由により発生した事故等に対する

責任は避難者に帰属する。ただし、乙の責に帰すべき事由による事故等については、この限りではない。 
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（有効期間） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、以後、甲、乙いずれかから文書による申出が

ない限り、継続するものとする。 

 

（協議事項） 

第８条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲乙協議の上

で決定するものとする。 

 

 以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が記名押印の上各自それぞれ１通を保 

有する。 

 

 

     令和５年１月１０日 

 

                   甲  

                     羽島市役所 

羽島市長  松 井  聡 

 

 

 

                   乙  

                     株式会社バロー 

                     代表取締役社長  森  克 幸 
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別表 

 

避難場所として施設等を提供可能な施設一覧 

 

令和  年  月  日現在 

施設名 所在地 施設の区分 

スーパーマーケットバ

ロー羽島インター店 

羽島市江吉良町２９３９ 店舗    

( 4,782㎡ ) 

駐車場 

( 840台 ) 
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様式第１号（第３条関係） 

 

  年  月  日 

 

株式会社バロー 御中 

 

羽島市長   

 

施設等使用要請書兼承諾書 

 

「災害時における支援協力に関する協定書」第３条に基づき、施設等の使用について、次のとお

り要請します。 

 

使用期間   年  月  日 ～   年  月  日 

場所 施設名： 

住 所： 

担当者 

 

部署名： 

職 名： 

氏 名：         電話番号： 

担当者 

（羽島市） 

部署名： 

職 名： 

氏 名：         電話番号： 

備考  

 

 

 

上述のとおり、承諾します。 

 

      年  月  日 

 

                  株式会社バロー 

                                      

 

（株式会社バロー） 


